
強い農業づくり交付金事業評価手法検討会開催要領

平成１７年８月２４日

１７生産第２９４４号

農林水産省大臣官房国際部長

農林水産省総合食料局長 通知

農林水産省生産局長

農林水産省経営局長

第１ 目的

「強い農業づくり交付金実施要綱 （平成17年 4 月 1 日付け16生産第8260号農」

林水産事務次官依命通知）第８及び「強い農業づくり交付金実施要領 （平成17」

年 4 月1日付け16生産第8262号農林水産省大臣官房国際部長、総合食料局長、生

産局長、経営局長通知）第６による対策の評価を行うにあたり、事業の客観的な

評価手法について検討するため、強い農業づくり交付金事業評価手法検討会（以

下「検討会」という ）を開催する。。

第２ 組織、委員の任期等

１ 委員は、強い農業づくり交付金関係事業の関係者以外の者から大臣官房国際

部長、総合食料局長、生産局長及び経営局長（以下「生産局長等」という ）。

が委嘱する。

２ 委員は、非常勤とする。

３ 委員の任期は、２年間とし、再任を妨げない。

４ 検討会に、専門的見地からの意見を聴く必要があるときは、参考人を出席さ

せることができる。

第３ 座長

１ 検討会に座長を置き、委員の互選により選任する。

２ 座長は、検討会を総理し、検討会を代表する。

３ 座長に事故があるときは、あらかじめその指名するものがその職務を代理す

る。

第４ 運営について

１ 検討会では、強い農業づくり交付金に係る事業の評価手法に関する事項及び

その他必要な事項について検討を行う。

２ 生産局長等は、１の検討結果を公表するものとする。

第５ 庶務

検討会の庶務は、関係部局の協力を得て、生産局総務課生産振興推進室におい

て行う。
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